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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成24年10月4日(2012.10.4)

【公表番号】特表2012-513260(P2012-513260A)
【公表日】平成24年6月14日(2012.6.14)
【年通号数】公開・登録公報2012-023
【出願番号】特願2011-542712(P2011-542712)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｂ   3/10     (2006.01)
   Ａ６１Ｂ   3/14     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｂ   3/10    　　　Ｚ
   Ａ６１Ｂ   3/10    　　　Ｒ
   Ａ６１Ｂ   3/14    　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成24年8月20日(2012.8.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可動サンプルである人間の眼球に対してＡスキャンを行うために、重心波数ｋ０を中心
として波数を調整可能な波長可変レーザー光源とサンプルから後方散乱される光に対する
少なくとも１つのレシーバとを有するとともにサンプルサイズに対応する測定範囲を有す
る掃引信号源光学コヒーレンスドメイン反射率測定（ＳＳＯＣＤＲ）装置であって、
　前記サンプルは３ｍｍよりも小さな直径Ｄの測定ビームを用いて前記サンプルの表面に
照射され、
　前記光源はδｋ＜１６８ｍ－１のレーザー線幅を有し、
　前記光源の波数の調整は重心波数ｋ０を中心としてτ＜４４ｓｅｃ／（Ｄ×ｋ０）の調
整時間で実施される、
ことを特徴とする掃引信号源光学コヒーレンスドメイン反射率測定装置。
【請求項２】
　前記光源は少なくともΔｋ＞１８０００ｍ－１の、重心波数ｋ０を中心とするスペクト
ル調整範囲Δｋを有することを特徴とする請求項１に記載の掃引信号源光学コヒーレンス
ドメイン反射率測定装置。
【請求項３】
　前記スペクトル調整範囲Δｋと前記レーザー線幅δｋの比は３６０よりも大きいことを
特徴とする請求項２に記載の掃引信号源光学コヒーレンスドメイン反射率測定装置。
【請求項４】
　調整速度Δｋ／τと前記レーザー線幅δｋとの割合は１８ｋＨｚよりも大きいことを特
徴とする請求項２または３に記載の掃引信号源光学コヒーレンスドメイン反射率測定装置
。
【請求項５】
　前記レシーバで検出される前記後方散乱光はΔｋ／（τ×δｋ）よりも大きい速度でデ
ィジタル化されることを特徴とする請求項２、３、または４に記載の掃引信号源光学コヒ
ーレンスドメイン反射率測定装置。
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【請求項６】
　前記光源の前記レーザー線幅δｋは２２ｍ－１～５０ｍ－１にあることを特徴とする請
求項２、３、４、または５に記載の掃引信号源光学コヒーレンスドメイン反射率測定装置
。
【請求項７】
　前記少なくとも１つのレシーバの帯域幅は２×Δｋ／（τ×δｋ）よりも大きく、８０
ＭＨｚ未満であることを特徴とする請求項２、３、４、５、または６に記載の掃引信号源
光学コヒーレンスドメイン反射率測定装置。
【請求項８】
　参照アームを有する干渉計が設けられ、前記Ａスキャンにおける網膜信号および角膜信
号の位置と前記レーザー線幅δｋとが互いに一致することを特徴とする請求項１～７のい
ずれか一項に記載の眼球用の掃引信号源光学コヒーレンスドメイン反射率測定装置。
【請求項９】
　前記測定ビームは眼球に入る前に収束し、該収束のサイズは調整可能または切替可能で
あることを特徴とする請求項１～８のいずれか一項に記載の眼球用の掃引信号源光学コヒ
ーレンスドメイン反射率測定装置。
【請求項１０】
　前記測定ビームは眼球に入る前にコリメートされ、眼球を固定する手段が設けられてい
ることを特徴とする請求項１～８のいずれか一項に記載の眼球用の掃引信号源光学コヒー
レンスドメイン反射率測定装置。
【請求項１１】
　コリメートされた測定ビームと収束測定ビームとを切り替え可能であることを特徴とす
る請求項１～８のいずれか一項に記載の眼球用の掃引信号源光学コヒーレンスドメイン反
射率測定装置。
【請求項１２】
　前記測定ビームは角膜頂点以外で眼球に当たり、前記測定ビームを眼球に対して位置決
めするために、前記レシーバによって検出された光を評価することにより制御される装置
が設けられることを特徴とする請求項１～１１のいずれか一項に記載の眼球用の掃引信号
源光学コヒーレンスドメイン反射率測定装置。
【請求項１３】
　３×１０８～３×１０１３の光子束が前記光源の調整時間τの期間中に眼球に導かれる
ことを特徴とする請求項１～１２のいずれか一項に記載の眼球用の掃引信号源光学コヒー
レンスドメイン反射率測定装置。
【請求項１４】
　前記測定は眼球の視軸に沿って実施されることを特徴とする請求項１～１３のいずれか
一項に記載の眼球用の掃引信号源光学コヒーレンスドメイン反射率測定装置。
【請求項１５】
　前記角膜、水晶体、および網膜によって後方散乱される光の検出は前記光源の調整中に
実施されることを特徴とする請求項１～１４のいずれか一項に記載の眼球用の掃引信号源
光学コヒーレンスドメイン反射率測定装置。
【請求項１６】
　モノモードファイバーが、参照アームおよび／または光源アームおよび／または検出ア
ームおよび／または参照干渉計で使用されることを特徴とする請求項１～１５のいずれか
一項に記載の眼球用の掃引信号源光学コヒーレンスドメイン反射率測定装置。
【請求項１７】
　参照信号およびサンプル信号が一定のスキャン速度でディジタル化され、前記参照信号
およびサンプル信号に対して同じスキャン速度が使用されることを特徴とする請求項１～
１６のいずれか一項に記載の眼球用の掃引信号源光学コヒーレンスドメイン反射率測定装
置。
【請求項１８】
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　前記測定ビームは６００ｎｍ～１１５０ｎｍの波長を有することを特徴とする請求項１
～１７のいずれか一項に記載の眼球用の掃引信号源光学コヒーレンスドメイン反射率測定
装置。
【請求項１９】
　眼球に４００ｎｍ～９００ｎｍの波長を有する照準マーカーを投影する装置が設けられ
ることを特徴とする請求項１～１８のいずれか一項に記載の眼球用の掃引信号源光学コヒ
ーレンスドメイン反射率測定装置。
【請求項２０】
　眼球に対して前記測定ビームの調整をチェックするカメラが設けられ、前記カメラは前
記測定ビームの波長と前記照準マーカーを検知することを特徴とする請求項１～１９のい
ずれか一項に記載の眼球用の掃引信号源光学コヒーレンスドメイン反射率測定装置。
【請求項２１】
　前記光源は眼球に対して移動可能であり、前記光源と参照干渉計とが接続されることを
特徴とする請求項１～２０のいずれか一項に記載の眼球用の掃引信号源光学コヒーレンス
ドメイン反射率測定装置。
【請求項２２】
　干渉計が眼球に対して移動可能であり、前記光源と干渉計とが接続されることを特徴と
する請求項１～２１のいずれか一項に記載の眼球用の掃引信号源光学コヒーレンスドメイ
ン反射率測定装置。
【請求項２３】
　参照干渉計が前記光学コヒーレンスドメイン反射率測定（ＯＣＤＲ）信号の長さ較正の
ための波数基準を有することを特徴とする請求項１～２２のいずれか一項に記載の眼球用
の掃引信号源光学コヒーレンスドメイン反射率測定装置。
【請求項２４】
　角膜により後方散乱されて検出された光が、時間に依存する角膜位置に関する前記調整
から評価され、評価された光が予想プロファイルと比較され、予想プロファイルからのず
れが角膜、水晶体、および／または網膜の位置データを補正するために使用されることを
特徴とする、請求項１５に記載の装置を用いる眼球用の掃引信号源光学コヒーレンスドメ
イン反射率測定方法。
【請求項２５】
　前記測定ビームが個々の調整の期間、または各調整間において横方向に偏向されること
を特徴とする、請求項１５に記載の装置を用いる眼球用の掃引信号源光学コヒーレンスド
メイン反射率測定方法。
【請求項２６】
　測定条件または再構成条件を変更する手段が設けられ、前記測定条件または再構成条件
の変更はミラーアーチファクト信号を識別または抑制可能に実施されることを特徴とする
請求項１～２３のいずれか一項に記載の眼球用の掃引信号源光学コヒーレンスドメイン反
射率測定装置。
【請求項２７】
　前記測定条件または再構成条件を変更する手段は、干渉計のサンプルアームと参照アー
ムとの経路長差を変更するユニットであることを特徴とする請求項２６に記載の掃引信号
源光学コヒーレンスドメイン反射率測定装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　この目的は、以下の装置で実現される。この装置は、可動サンプル、特に人間の眼球に
対するＡスキャンを行うために、重心波数ｋ０を中心として波長が可変なレーザー光源と
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サンプルから後方散乱される光に対する少なくとも１つのレシーバとを有するとともに、
サンプル長に対応する測定範囲を有する掃引信号源光学コヒーレンスドメイン反射率測定
（ＳＳＯＣＤＲ）装置である。サンプル表面には結合装置を介して直径Ｄの測定ビームが
照射され、光源はδｋ＜１６８ｍ－１のスペクトル線幅を有し、光源の調整はτ＜４４ｓ
／（Ｄ×ｋ０）で実施される。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　角膜、水晶体、および網膜によって後方散乱される光の検出が光源の１回の調整の間に
実施される場合、特に好都合である。この場合、レシーバで検出された後方散乱光がΔｋ
／（τ×δｋ）よりも大きい速度でディジタル化されると好都合である。これによってス
ペクトル情報が適切にスキャンされるようになる。
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